
３ 南 監 第 ３ ６ 号

令和３月８日１２日

南丹市長 西村 良平 様

南丹市監査委員 川 通夫

南丹市監査委員 山下 秋則

令和２年度財政健全化判断比率の審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により審査

に付された資料に基づき審査した結果について、次のとおり意見書を提出し

ます。



令和２年度 南丹市財政健全化審査意見書

１．審査の概要

この財政健全化審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算

定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主

眼として実施した。

２．審査の期間

令和３年８月４日から令和３年８月６日まで

３．審査の結果

審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。

記

（単位：％）

※実質赤字比率、連結実質赤字比率については、収支が実質赤字でないため、「－」と

して表示されている。

４．是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。引き続き財政の健全化に努められたい。

健全化判断比率 令和２年度 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 ― １２．８６ ２０．００

連結実質赤字比率 ― １７．８６ ３０．００

実質公債費比率 １２．２ ２５．０ ３５．０

将来負担比率 ７０．７ ３５０．０



３ 南 監 第 ３ ５ 号

令和３年８月１２日

南丹市長 西村 良平 様

南丹市監査委員 川 通夫

南丹市監査委員 山下 秋則

令和２年度経営健全化資金不足比率の審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により審査

に付された資料に基づき審査した結果について、次のとおり意見書を提出しま

す。



令和２年度 南丹市経営健全化審査意見書

１．審査の概要

この財政健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定

の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼

として実施した。

２．審査の期間

令和３年８月４日から令和３年８月６日まで

３．審査の結果

審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。

記

（単位：％）

４．是正改善を要する事項

特に指摘すべき事項はない。引き続き健全経営に努められたい。

特別会計の名称
令和２年度

資金不足比率
経営健全化基準

水道事業会計 ―

２０．０

下水道事業会計 ―

※資金不足比率については、資金不足額がないため、「－」として表示さ

れている。


